
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    （安城市桜井町新田２０番地 桜井福祉センター内） 

    電話 ９９－７３６５ ＦＡＸ ９９－７３６６   

桜井地区社協だより 

回 覧 

令和５年６月 

第１８７号 

桜井地区社会福祉協議会 
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桜井地区社会福祉協議会では顕彰制度を設け、長年にわたり地域福祉の向上に尽力され

た団体、グループ及び個人に対して、年度初めの総会において感謝状を贈呈しています。 

 

▲酒井
さ か い

 巧
たくみ

 氏 

（三ツ川） 

 

１５年以上にわたり、三

ツ川健康体操クラブの会

長として、クラブ活動を

推進し、メンバーの健康

維持・向上にご尽力いた

だきました。 

１０年余にわたり、ご夫

婦で、通学時の安全見守

り活動をされ、子どもた

ちに声をかけ励ますな

ど、温かい目で成長も見

守っていただきました。 

「地域ふれあいサークル

かんらんしゃ」の会員と

して、２２年の長きにわ

たりかんらんしゃサロン

の運営にご尽力いただき

ました。 

▲浅岡
あさおか

 松一
しょういち

・富
と

美子
み こ

 氏 

（城向） 
 

▲沓名
く つ な

 富子
ひ さ こ

 氏 

（姫小川） 

  

～桜井地区社会福祉協議会顕彰制度～ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５月２０日（土）に、桜井福祉センターにおいて、令和５年度の桜井地区社

会福祉協議会総会が開催されました。 

構成員７６名の方にご出席いただき、令和４年度事業報告（案）及び収支決

算（案）、令和５年度役員（案）、事業計画（案）及び収支予算（案）の議題

を審議の上、すべての議題の承認をいただきました。 

会長には、濱田 博孝氏（桜井地区連合町内会長・桜井北町内会長）が選任

されました。 
 

令和５年度 

年度 

桜井地区社協総会報告 

令和５年度 桜井地区社協 基本目標 

１ 誰もが安心して暮らせるまちづくりを推進する活動に対する支援を行

います。 

（１）各町内の状況に応じた提案活動の実施 

（２）活動資金の助成 

（３）町内福祉委員会と専門機関等との連携支援 

２ 誰もが安心して暮らせるまちづくりを推進するための環境づくりを 

行います。 

（１）地域での住民、専門機関が総合的に行える見守り支援の体制づくり 

（２）地域福祉活動等に関する啓発 

（３）地域福祉活動の担い手となる人材の発掘 

桜井地区社協の会長就任にあたって 

桜井地区社会福祉協議会会長 濱田 博孝 

                令和５年度桜井地区社会福祉協議会会長に就任することに 

               なりました、桜井北町内会長の濱田博孝です。 

                ご承知のとおり、新型コロナウイルス感染症は完全に終息は 

していないものの、法律上の位置づけが２類相当から５類相当 

に移行し、各町の活動もコロナ禍以前の姿に戻りつつあるよう 

に思います。 

                地区社協では、サロン活動や見守り活動、勉強会などを通じ 

て、誰もが安心して暮らせるまちを目指して、今年度も取り組  

んで参りたいと考えております。     

                皆様のご協力を何卒よろしくお願い申し上げます。          

                         

               ご協力を何卒よろしくお願い申し上げます。          

          

 

 

     

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

年間を通して行う事業 

 

 

  

共催事業 

 

 

主催事業 

令和５年度 桜井地区社協 事業計画 
皆さまから協力をいただいた一般会費をもとに、各町内やボランティアグループの福祉活動の

財源として活用するほか、桜井地区社協の事業費にも活用させていただきます。 

◎第５次地域福祉計画地域会議 

・日時 ５月２０日（土）（開催済） 

    ９月３０日（土）午前 

・内容 地域課題の確認 

    地域の活動方針等の策定 

・対象 町内福祉委員会関係者 

・共催 安城市、安城市社会福祉協議会 

 

 

◎地域福祉活動勉強会 

◎中学生防災隊防災教室 

・日時 ８月３０日（水）午前 

・内容 救急法、簡易トイレ設営など 

・対象 桜井中学校生徒 

桜井地区自主防災組織 

・共催 安城市、安城市社会福祉協議会 

・協力 桜井中学校、桜井地区自主防災組織 

（１）町内福祉委員会及び地域ボランティアへの活動支援   

（２）地区社協だよりの発行（３）地域福祉活動助成事業   

（４）地域見守り活動の推進 

  ・桜井地区社会福祉協議会見守り活動推進事業 

    推進指定：藤野福祉委員会・堀内町福祉委員会 

（５）地域福祉活動の担い手の育成                       

・福祉センターサロンへの協力 

・家庭介護教室（ハートフルケアセミナー）開催への協力 

・地域見守り活動者情報交換会への協力 

（６）関係機関との連携 

・生活支援ネットワーク会議の協力   ・生活支援・見守り協力事業への協力 

・地域ケア地区会議・個別会議への協力 ・認知症高齢者捜索・声かけ模擬訓練への協力 

・地域リハビリテーション活動支援事業への協力 

（７）その他  窓口サービス（車いすの貸出、車いす移送車の貸出、高齢者用杖の給付） 

◎介護者のつどい 

・日時 ４月～３月 年１０回 

    原則第１金曜日（５月・２月はお休み） 

    午前１０時から午前１１時３０分まで 

・内容 交流、情報交換、勉強会等 
▲昨年度の地域福祉活動勉強会の様子 

・日時 ６月２４日（土） 

    午後１時３０分から午後３時まで 

・内容 要支援者への支援に向けた勉強会 

    

▲ハートフルケアセミナーの様子 
 

 



 

 

 

 

 

開 催 日 内  容   ※変更になる場合があります。 

６月１５日（木）  お花紙で七夕かざり 

７月２０日（木）  クラフトバンドでコースター 

８月１７日（木）  スポンジ工作  フォトスポットづくり 

 
  

 

 桜井福祉センターでは、いろいろな 

サロンを行っています。今回は、４月から 

新たに始まったサロンを紹介します。 

予約不要で年齢問わず、どなたでもご参加いた 

だけます。みなさまのご参加お待ちしています。 

 

   折り紙や簡単な工作を楽しむサロンです。 

毎月、季節に合った作品を作ります。 

簡単でかわいい作品を、お話をしながら 

楽しく作りましょう。 

６月以降の予定は下記のとおりです。 

気軽にご参加ください。 

桜井福祉センター 
サロン紹介 

桜井福祉センターのご利用について 

 桜井福祉センターの２階は、安城市に居住する①６０歳以上の方、②１８歳以上

の障害者の方が利用できます。 

 マッサージ機やヘルストロン等の電磁治療器が設置してある機能回復訓練室と畳

の休養コーナー、囲碁将棋コーナーは開館中いつでもご利用いただけます。 

 浴室は火曜日から金曜日の午前１０時から午後３時（５月から９月の間は午後４

時）までご利用いただけます。シャンプー等やタオルはありませんので各自でお持

ちください。 

 来館時に１階受付で必ず受付簿を記入してご利用ください。お待ちしています。 

６月の七夕かざり 

７月のコースター 

桜井福祉センター 

 安城市桜井町新田２０番地 

 TEL 0566-99-7365 

【開館時間】 

午前９時から午後９時まで 

※日曜祝日は午後５時まで 

【休館日】 

 月曜日（敬老の日は開館） 

 ５月３日から５月５日まで 

 １２月２８日から１月４日まで 


